
◎農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律 
（令和三年六月四日法律第五五号）   

一、 提案理由（令和三年五月一二日・衆議院農林水産委員会） 

○野上国務大臣 農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案につきまして、

その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 

 金融システムの安定に係る国際的な基準においては、グローバルな金融システム上重

要な金融機関について、当該システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認められる

場合に、その資産及び負債の秩序ある処理に関する措置を講ずることができる仕組みを

整備することが求められております。 

 農林中央金庫は、農林水産業者の協同組織を基盤とする金融機関として、国際的な活

動の規模を拡大し、金融システム上の重要度が高まっており、今般、国際的な基準に対

応するため、この法律案を提出した次第であります。 

 次に、法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定に

ついてであります。 

 主務大臣は、農林中央金庫について、その資産及び負債の秩序ある処理に関する措置

が講ぜられなければ金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認めるときは、

金融危機対応会議の議を経て、この措置を講ずる必要がある旨の特定認定を行うことが

できることとしております。 

 第二に、農林中央金庫に対する農水産業協同組合貯金保険機構による監視等について

であります。 

 主務大臣は、特定認定を行ったときは、農林中央金庫を、その業務の遂行並びに財産

の管理及び処分の貯金保険機構による監視をされる者として指定するものとし、貯金保

険機構は、農林中央金庫の役員等の解任及び選任を行うことができること等としており

ます。 

 第三に、農林中央金庫に対する資金の貸付け及び優先出資の引受け等についてであり

ます。 

 貯金保険機構は、特定認定に係る農林中央金庫に対する資金の貸付け等を行う旨の決

定をすることができることとし、主務大臣は、貯金保険機構による特定認定に係る農林

中央金庫の優先出資の引受け等について、その経営の合理化のための方策の実行が見込

まれる等の場合に、これを行うべき旨の決定をするものとしております。あわせて、農

林中央金庫又は会員である農水産業協同組合に係る特定負担金、政府による補助等につ

いて定めることとしております。 

 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 

二、衆議院農林水産委員長報告（令和三年五月二〇日） 



○高鳥修一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、金融システムの安定に係る国際的な基準に対応するため、金融システムの著

しい混乱が生ずるおそれがあると認められる場合における農林中央金庫の資産及び負債

の秩序ある処理に関する措置として、農水産業協同組合貯金保険機構による同金庫に対

する業務遂行等の監視、資金の貸付け及び優先出資の引受け等の措置について定めるも

のであります。 

 本案は、去る五月十一日本委員会に付託され、翌十二日野上農林水産大臣から趣旨の

説明を聴取し、昨十九日質疑を行いました。質疑終局後、討論を行い、採決いたしまし

たところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であり

ます。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院農林水産委員長報告（令和三年五月二八日） 

○上月良祐君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、金融システムの安定に係る国際的な基準に対応するため、金融システム

の著しい混乱が生ずるおそれがあると認められる場合における農林中央金庫の資産及び

負債の秩序ある処理に関する措置について定めようとするものであります。 

 委員会におきましては、農林中央金庫に対し秩序ある処理の仕組みを用意しておく必

要性、Ｇ―ＳＩＢで求められる資本ルールへの対応方針、協同組合を基盤とする農林中

央金庫の投融資業務の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によ

って御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して紙理事より反対する

旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 

 


